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１ ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理の制度化に伴う食品等事業者への監視指導

について通知 

2月1日、厚生労働省は医薬・生活衛生局食品監視安全課長名をもって各都道府県等

衛生主管 部（局）長宛標記通知を出した。その内容は次の通り。 

昨年、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則として、すべての食品

等事業者（以下、「事業者」という。）に、一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の実施を求めることとし、実施にあたっては、対象事業者の規模や業種等

に応じた衛生管理とすることとしている。 

加えて、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に向けては、衛生管理の基準を厚生

労働省令に規定し、地方自治体による監視指導の内容を平準化することとしており、

平準化にあたっては、「食品衛生管理に関する技術検討会」において確認等が終了し

た、事業者団体が作成した業種別手引書に基づき実施することとしている。 

また、上記の法律改正を踏まえた「「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づ

く政省令案の検討状況に関する説明会」において、事業者から一部の地方自治体によ

り事業者の規模、業種等を考慮せず「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」を要求する指導

が行われ、事業に支障を生じている旨の意見が寄せられている 

ついては、これらの状況等を踏まえ、次の内容に留意し、対応願います。 

１．地方自治体において、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の監視指導等を行う際は、上

記検討会の確認を終了した手引書に基づいて行うこと。 

２．１．の監視指導等に際し、上記手引書の簡易版等が必要な場合は、上記検討会の

確認を要することから、当課に事前協議すること。 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000476113.pdf 
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